
2023 年 5 月 

君津商工会議所 

 

新型コロナウイルス感染症 

かずさ共済（団体保険）入院見舞金のお取り扱いについて 

 

平素は、当会議所「かずさ共済」事業につきまして格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼申し

上げます。 

今般、政府より感染症予防法上の新型コロナウイルス感染症の位置付けが 2023 年 5 月 8 日よ

り「5 類」に変更されました。 

 君津商工会議所かずさ共済で取り扱っている「入院見舞金」では、新型コロナウイルス感染症

と診断された方に対し、入院だけでなく宿泊施設または自宅にて療養をされた場合、条件によっ

て「入院」として取り扱い、見舞金のお支払い対象とする特例措置を実施しておりました。 

しかしながら今回の政府の方針変更に伴い、かずさ共済におきましても 2023 年 5 月 8 日より

取り扱いを終了させていただくこととなりました。加入事業者の皆さまには何卒ご理解賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

 

新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「入院見舞金」のお支払い対象範囲 

ケース 

陽 性 診 断 日 

2022 年 9 月 25 日まで 
2022 年 9 月 26 日～

2023 年 5 月 7 日 
2023 年 5 月 8 日以降 

医療機関へ入院された場合 〇 支払い対象 〇 支払い対象 〇 支払い対象 

宿泊・自宅療

養された場合 

重症化リスク

の高い方※ 
〇 支払い対象 〇 支払い対象 × 支払い対象外 

上記以外の方 〇 支払い対象 × 支払い対象外 × 支払い対象外 

※「重症化リスクの高い方」とは以下の通りです。 

・65 歳以上の方   ・入院を要する方   ・妊娠されている方 

・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方 

 

 

尚、2023 年 5 月 7 日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、

上記の表のとおり陽性診断日に従い、引き続き見舞金のお支払い対象とさせていただきます。（見

舞金を請求できる期間は陽性診断日後 3 年間です。また、請求は年一回を限度としております。） 

今後も法令の改正等がなされた場合は、必要に応じて更なる見直しを行う可能性もございます

ので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

【本件についてのお問い合わせ】君津商工会議所 TEL：0439-52-2511 

 


